
適 時 開 示 体 制 の概 要  

 

 

当行は、経営の透明性を高め、市場規律による経営の自己規正を促し、投資家、預金

者等にとって重要な判断材料となる情報を、適切な時期に適切な方法により正確な開示

を行うために、｢情報開示の基本方針｣を制定しております。 

また、情報開示の具体的規程・基準を示すものとして「情報開示規程」「情報開示基準書」

を制定しております。 

本規程・基準書では、開示が必要な重要情報について定義し、各部署・関係会社の所属長

は重要情報に該当する事項の決定や事象が発生した場合は、開示実施部署である経営管理

グループ経営管理チームに報告することを義務付けております。開示実施部署では、集約

された情報が金融商品取引法及び東京証券取引所の定める有価証券上場規程により開示が

要請されている重要情報、ならびに投資判断に影響を与えると思われる情報かどうかを判

断し、開示が必要と判断した場合には、担当執行役に協議し、適時・適切に開示しており

ます。 

また、未公表の重要情報については、｢インサイダー取引管理規程｣に基づき管理すること

で、情報の漏洩防止に努めております。 

なお、当行の会社情報の適時開示に至るまでの流れは別紙のとおりです。 
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<会社情報の適時開示に係る社内体制図> 
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